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70
歳
に
な
っ
た
ら
手
続
き
を

老

人

保

健

制

度

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課
（
1
20

‐
１
５
２
６
）
へ
。

◆お医者さんに支払うお金は
かかった医療費の原則1割を負担します。外来受診の場合と入院した場合の負担額は次のとおりです。

※くわしくは保険年金課（120-1526）へ。

＊定額負担制を選択する診療所では1日850円を
負担（1カ月4回まで負担）

※窓口での負担方法については各病院・診療所へお問い合わ
せください。

外
　
　
来

・院外処方が

行われなか

った人

・院外処方が

行われた人

病院・診療所では
3,200円（5,300円）

まで負担

病院・診療所では
1,650円（2,650円）

まで負担

薬局では1,650円
（2,650円）まで負担

●入院の一部負担金の減額を受
ける場合には、市が発行する
認定証が必要です。申請方法
などは保険年金課へ問い合わ
せてください。

医療費の1割を負担
（定率1割負担制）

ただし、1カ月の負担上限額は
37,200円
次に該当する人は、1カ月の上限額が減
額されます。

・住民税非課税世帯などの人は、1

カ月24,600円

・住民税非課税世帯などで老齢福

祉年金を受けている人は、1カ月

15,000円

医療費の1割を負担
（定率1割負担制）

ただし、1カ月の負担上限額は
次のようになります。
（注）（）内はベッド数が200以上の病院で医療を　
受けた人の場合です。

入
　
　
院

老
人
保
健
は
70
歳
以
上
（
一
定
の
障

害
が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合
は
65
歳

以
上
）
の
人
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
本
人
の
負
担
金
を
軽
減

す
る
制
度
で
す
。

こ
の
保
健
で
、
お
医
者
さ
ん
に
か
か

る
と
き
の
一
部
負
担
金
は
、
下
記
の
よ

う
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の

資
格
は
そ
の
ま
ま
で
老
人
保
健
制
度
の

適
用
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

①
70
歳
の
誕
生
月
に
、
市
か
ら
手
続
き

の
案
内
と
認
定
申
請
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。
そ
の
書
類
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
添
付
書
類
を
添
え
て
期
間
中

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

②
手
続
き
を
す
る
と
、「
老
人
医
療
受

給
者
証
」
と
「
健
康
手
帳
」
が
交
付

◆
老
人
保
健
で

医
療
を
受
け
る
に
は

◆
老
人
保
健
と
は

さ
れ
ま
す
。

③
誕
生
月
の
翌
月
か
ら
老
人
保
健
制
度

が
適
用
さ
れ
ま
す
（
た
だ
し
１
日
生

ま
れ
の
人
は
誕
生
月
か
ら
）。

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
窓

口
に
健
康
保
険
証
、
老
人
医
療
受
給
者

証
、
健
康
手
帳
を
提
出
し
て
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

と
き
は

毎
年
７
月
は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
る
人
が
、
現
況
届
を
提
出
す
る

時
期
で
す
。
現
況
届
は
、
引
き
続
き
年

金
を
受
け
る
た
め
の
大
切
な
も
の
で

す
。該

当
者
に
は
、
現
況
届
の
用
紙
を
６

月
下
旬
に
送
り
ま
し
た
の
で
、
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
７
月
31
日（
水
）
ま

で
に
保
険
年
金
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

人
①
20
歳
前
に
初
診
の
あ
る
傷
病
に
よ
る

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人

②
障
害
福
祉
年
金
か
ら
移
行
し
た
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人

現
況
届
は

７
月
31
日
ま
で
に

障
害
基
礎
年
金
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低金利・ペイオフ対策とし
て、投資信託商品などの金融

商品を購入したいと考えていますが、
注意点を教えてください。

日本版金融ビッグバンによ
り、多様な金融商品が登場し

てきました。銀行で投資信託商品が
購入できるなど販売方法も多様化
し、消費者の選択の幅が広がりまし
た。
その一方で金融商品の販売や勧誘
のトラブルも少なくありません。こ
のようなトラブルから消費者を保護
するために、平成13年4月「金融商
品の販売等に関する法律」が施行さ
れました。この法律では、金融商品
販売業者が消費者に対し、次の重要

Q
Q & A

消 費 生 活 相 談

※くわしくは消費生活センター
（123-1161）へ。

事項を説明することが義務付けられ
ています。
①利息、為替、株式相場といった
市場変動によって元本割れの恐れが
あること、②社債などを発行する企
業の業務や財産の信用状況の変化に
よる元本割れの恐れがあること、③
金融商品の権利を行使することがで
きる期間の制限や解約期間の制限に
ついてなどです。これらの説明がな
かったことで、損害が生じた場合
は、販売業者に損害賠償請求ができ
ます。
また、金融販売業者は商品の販売
時に消費者に対し、適正な勧誘を行
うための勧誘方針を公表していま
す。説明など聞いても、理解できな
いときは、手を出さないほうが賢明

介
護
保
険
料
は
所
得
に
よ
っ
て

５
段
階
に
分
か
れ
ま
す

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課
（
1
20

‐
１
５
２
６
）
へ
。

です。消費者には自己責任が求めら
れています。金融商品を購入すると
きは、保有の目的を確かめ、多くの
情報を集めて総合的に比較検討する
ことが大切です。
金融商品についてくわしく知りた
い人は金融広報中央委員会ホームペ
ージ（http://www.saveinfo.or.jp/）
へ。

A

65
歳
以
上
の
人
が
納
め
る
保
険
料

は
、
所
得
の
状
況
な
ど
に
応
じ
て
５
段

階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
人
は
、
こ
の
区
分
に
よ

る
介
護
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

平
成
14
年
度
の
保
険
料
額
は
下
表
の

と
お
り
で
す
。

◆
あ
な
た
の
保
険
料
は
…

み
な
さ
ん
の
納
め
る
保
険
料
が
介

護
保
険
を
支
え
ま
す
。
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

介
護
保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
年
金

か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
と
納
付

書
に
よ
る
個
別
納
付
（
普
通
徴
収
）
の

２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特
別
徴

収
」
と
な
る
の
は
年
額
18
万
円
以
上
の

老
齢
・
退
職
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

で
す
。
８
月
上
旬
に
「
介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

「
普
通
徴
収
」
と
な
る
の
は
年
金
額
が

年
額
18
万
円
未
満
の
人
、
受
給
し
て
い

る
年
金
が
遺
族
年
金
・
障
害
者
年
金
の

人
、
年
度
の
途
中
で
65
歳
に
な
っ
た
人

や
転
入
し
た
人
な
ど
で
す
。
７
月
中
旬

に
送
付
す
る
「
納
付
書
」で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
申
し
込
ん
だ
人
以
外

は
、
こ
の
「
納
付
書
」
に
よ
り
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

【
普
通
徴
収
】

【
特
別
徴
収
】

◆
納
め
方
は
…

区　　分 対　象　者　　　　　　　　　　　　保険料年額

第１段階 老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税者・生活保護法の

被保護者
17,500円

第２段階 市民税世帯非課税者 26,200円

第３段階 市民税本人非課税者 35,000円

第４段階 市民税課税者（合計所得250万円未満） 43,700円

第５段階 市民税課税者（合計所得250万円以上） 52,500円



は
友
引
を
除
く
午
後
３
時
か
ら
翌
日
の

午
後
３
時
ま
で
で
す
。
料
金
は
第
１
式

場
を
利
用
し
て
通
夜
・
告
別
式
を
行
っ

た
場
合
は
８
万
円
と
な
り
ま
す
。
た
だ

し
、
通
夜
に
限
り
友
引
の
日
で
も
午
後

３
時
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
、
市
民
を
対
象
と
し
た

霊
き
ゅ
う
車
と
自
宅
葬
で
使
用
す
る
祭

具
の
貸
し
出
し
も

行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
申
し

込
み
受
け
付
け

Jul.●16
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暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

八
富
成
田
斎
場

※
く
わ
し
く
は
農
政
課
（
1
20
‐
１

５
４
１
）
へ
。

11
日
・
12
日
・
21
日
に

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

水
稲
に
薬
剤
散
布

八
富

や
つ
と
み

成
田
斎
場
は
、
成
田
市
・
八
街

市
・
富
里
市
で
管
理
運
営
さ
れ
て
い
ま

す
。
斎
場
の
利
用
者
ま
た
は
死
亡
者
が
、

３
市
の
住
民
で
あ
る
場
合
は
、
市
民
料

金
が
適
用
さ
れ
、
火
葬
料
金
（
待
合
室

１
室
付
き
）
が
無
料
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
斎
場
で
は
、
通
夜
お
よ
び
告

別
式
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
利
用

至佐原 
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国
道
409号
 東
関
東
自
動
車
道
 

八富成田斎場 

案内図 

※JR成田駅からJRバスで約10分 
　“八富成田斎場前”下車 

成田ICから約500m 
富里ICから約7km 
JR成田駅から約3km

成田市役所 

は
、
市
役
所
市
民
課
（
1
20
‐
１
５
２

５
）
で
行
っ
て
い
ま
す
。

火
葬
で
き
る
ペ
ッ
ト
は
、
犬
・
猫
・

猿
・
ウ
サ
ギ
な
ど
の
小
動
物
で
、
旧
火

葬
場
跡
地
（
山
之
作
３
５
９
）
で
行
っ

て
い
ま
す
。
火
葬
場
ま
で
来
ら
れ
な
い

人
に
は
、
引
き
取
り
の
サ
ー
ビ
ス
（
市

民
の
み
で
１
、
０
５
０
円
）
も
行
っ
て

い
ま
す
。

ま
た
、
ペ
ッ
ト
墓
地
は
い
ず
み
聖
地

公
園
内
に
設
け
て
い
ま
す
。

利
用
は
友
引
を
除
く
午
前
９
時
か
ら

午
後
３
時
ま
で
で
、
予
約
が
必
要
で
す
。

申
し
込
み
受
け
付
け
は
、
八
富
成
田

斎
場
（
1
23
‐
４
５
１
１
）
で
行
っ
て

◆
ペ
ッ
ト
の
火
葬
と

ペ
ッ
ト
墓
地

※
斎
場
の
施
設
・
霊
き
ゅ
う
車
・
祭

具
お
よ
び
ペ
ッ
ト
の
火
葬
・
墓
地

の
使
用
料
な
ど
に
つ
い
て
く
わ
し

く
は
、
環
境
衛
生
課（
1
20
‐
１
５

３
１
）ま
た
は
八
富
成
田
斎
場（
1

23
‐
４
５
１
１
）へ
。

成
田
市
植
物
防
疫
協
会
で
は
、
水
稲

を
イ
モ
チ
病
や
紋
枯
病
か
ら
守
り
、
良

質
な
お
米
を
作
る
た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
る
薬
剤
散
布
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
散
布

が
難
し
い
場
所
に
つ
い
て
は
、
ラ
ジ
コ

ン
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
行
い
ま
す
。

期
日
と
散
布
区
域
は
、
下
表
の
と
お

り
で
す
。
作
業
予
定
時
間
は
各
地
区
と

も
午
前
４
時
30
分
〜
９
時
こ
ろ
で
す
。

な
お
、
雨
天
や
強
風
の
場
合
は
順
延
し

ま
す
。
日
程
な
ど
に
変
更
が
生
じ
る
場

合
は
、
防
災
行
政
無
線
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す

が
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

薬
剤
の
散
布
時
間
は
、
一
部
通
勤
・

通
学
時
間
帯
に
重
な
る
た
め
、
区
域

内
の
水
田
周
辺
の
通
行
、
駐
車
を
な

る
べ
く
避
け
る
な
ど
、
薬
剤
が
か
か

ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

〇

散
布
薬
剤
は
殺
菌
剤
で
、
人
体
に
対

し
て
毒
性
の
低
い
も
の
を
使
用
し
ま

す
が
、
万
一
薬
剤
が
か
か
っ
た
と
き

は
、
う
が
い
や
水
で
洗
い
落
と
し
て

く
だ
さ
い
。

心
配
な
と
き
は
、
健
康
管
理
課
（
1

27
‐
１
１
１
１
）
ま
た
は
成
田
赤
十

字
病
院
（
1
22
‐
２
３
１
１
）
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

洗
濯
物
や
寝
具
な
ど
は
外
に
干
さ
な

い
よ
う
に
し
、
小
動
物
の
か
ご
な
ど

に
は
カ
バ
ー
を
す
る
な
ど
の
措
置
を

し
て
く
だ
さ
い
。

〇 〇 〇

期　　日 散　布　区　域 散布方法

7月11日（木）
公津・八生・中郷（新妻・芦

田・赤荻・西和泉）
ヘリコプター

豊住・久住・遠山・中郷（下

7月12日（金）金山・野毛平・東金山・和 ヘリコプター

田）

7月21日（日）
八生（上福田・松崎） ラジコン

公津（船形）中郷（赤荻） ヘリコプター

薬剤散布の期日と地域

申
し
込
み
な
ど
の
手
続
き
は

市
民
課
窓
口
へ

い
ま
す
。

八富成田斎場
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相 談 日
◆市民相談所（120-1507）
市民（行政）相談
月～金曜日　8時30分～5時
市民生活相談（家事・民事）
月・木曜日　9時～4時
法律相談（予約制）
水曜日　1時～4時
（裁判所で係争中の事件は除く）
人権・行政合同相談 18日（木）10時～３時
不動産相談 16日（火）10時～正午
税務相談 16日（火）10時～3時
外国人相談
11日（木）・25日（木）1時～4時
（英語･中国語･スペイン語･ポルトガル語）
もめごと・しんぱいごと・なやみごと相談
23日（火）9時～4時
市民よろず相談 27日（土）1時～4時
会場　中央公民館会議室

◆商工観光課（電話は各相談室へ）
女性就業相談 水・金曜日 10時～4時
（122-1111･内線2724市役所2階相談室）
来所前に必ず電話をしてください。
高齢者職業相談 月～金曜日 9時～4時
（122-1111・内線2725市役所2階相談室）
住宅相談 11日（木）10時～正午
（住宅の電気に関する相談も含む）
（122-2101・成田商工会議所）

◆パートサテライト（122-8281）
パートタイマー職業相談
月～金曜日 9時～4時

◆消費生活センター（123-1161）
消費生活相談 月～金曜日 10時～4時

◆保険年金課（120-1526）
年金相談 水曜日　10時～3時

◆市民生活課（120-1527）
交通事故相談 2日（火）10時～3時

◆社会福祉協議会（120-1574 7月8日
以降は127-7755）
心配ごと相談 木曜日 10時～3時
酒害相談 4日（木）・18日（木）9時～正午

◆高齢者福祉課（120-1537）
介護相談 11日（木）2時～4時
場所　在宅介護センター　玲光苑
（124-2251）

◆児童家庭課（120-1538）
家庭児童相談 月～金曜日 9時～4時

◆厚生課（120-1536）
戦没者遺族相談 22日（月）10時～3時

◆開発協会（市体育館）（126-7251）
健康体力相談 毎週火曜日　9時～正午

◆教育指導課（120-1582）
就学相談（予約制）月・火・木曜日 9時～5時

◆教育センター（120-6336）
教育相談（予約制）火曜日 9時～4時

◆教育相談室（128-3234）
（ニュータウンセンタービル6階）
教育相談 月～金曜日 10時～5時
（不登校相談も）

設
置
費
と
維
持
管
理
費
に
補
助

合
併
処
理
浄
化
槽

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
人
に
、
設
置
に
か
か
る
費
用
の
一

部
を
下
表
の
と
お
り
補
助
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
浄
化
槽
の
設
置
に
伴
い
、
ト

イ
レ
を
水
洗
化
し
た
場
合
、
水
洗
便
所

設
置
補
助
金
（
３
万
円
を
限
度
）
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
浄
化
槽
を
設
置
し
た
人
は
、

浄
化
槽
が
正
常
に
機
能
す
る
よ
う
に
、

適
切
な
維
持
管
理
（
保
守
点
検
・
清

掃
・
法
定
検
査
）
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
維
持
管
理
費
に
つ
い
て

も
補
助
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

補
助
額
は
人
槽
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持
管
理

合併処理浄化槽設置補助金額

人　槽　　　限度額（円）

５人槽 354,000

６・７人槽 411,000

８～10人槽 519,000

11～20人槽 981,000

21～30人槽 1,668,000

31～50人槽 2,238,000

※
騒
音
地
域
に
つ
い
て
は
、
設
置
費

お
よ
び
維
持
管
理
費
と
も
補
助
金

の
限
度
額
が
別
に
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課

（
1
20
‐
１
５
３
１
）
へ
。

（
保
守
点
検
・
清
掃
）
に
か
か
っ
た
額

の
２
分
の
１
相
当
額
（
限
度
額
あ
り
）

で
す
。

墓
地
内
の
清
掃
は
各
自
で

い
ず
み
聖
地
公
園

い
ず
み
聖
地
公
園
内
の
施
設
の
維
持

管
理
は
、
墓
地
の
使
用
を
許
可
さ
れ
た

人
の
管
理
料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
管
理
料
は
公
共
部
分
（
広

場
・
道
路
・
駐
車
場
・
緑
地
な
ど
）
を

管
理
す
る
た
め
の
も
の
で
、
墓
地
内
の

清
掃
に
つ
い
て
は
各
自
で
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

管
理
の
時
間
が
取
れ
な
い
人
は
、
管

理
組
合
が
墓
地
の
清
掃
を
代
行
す
る
制

度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
管
理
事
務
所

（
1
36
‐
２
２
９
２
）
へ
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
。

墓
地
を
使
用
し
て
い
る
人
が
次
に
該

当
す
る
よ
う
な
場
合
、
使
用
許
可
を
取

り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
十
分

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

使
用
者
が
死
亡
し
、
承
継
者
が
い
な

い
と
き

使
用
者
が
住
所
不
明
と
な
っ
て
７
年

を
経
過
し
た
と
き

普
通
墓
地
使
用
者
が
、
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
も
、
囲

障（
外
さ
く
）を
設
置
し
な
い
と
き

〇 〇 〇

３
年
間
管
理
料
を
納
め
な
い
と
き

変
更
手
続
き
は
忘
れ
ず
に

墓
地
使
用
許
可
書
の
記
載
内
容
（
住

所
・
本
籍
・
保
証
人
な
ど
）
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
は
、
30
日
以
内
に
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
住
所
変
更
が

あ
っ
た
場
合
、
納
付
書
な
ど
の
重
要
書

類
が
届
か
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま

す
。

斎
場
の
利
用
に
つ
い
て

霊
園
内
の
管
理
事
務
所
に
は
式
場
と

和
室
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
有
料
で
貸
し

出
し
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
飲
み
物

や
仕
出
し
の
注
文
も
事
務
室
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
。
納
骨
式
、
回
忌
な
ど
の

法
事
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

〇※
霊
園
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
環

境
衛
生
課（
1
20
‐
１
５
３
１
）
へ
。

隣に迷惑をかけています


